
 
療養病棟からＤＰＣ算定病棟に転棟した際の 

診療報酬上の取り扱いについて（案） 
 

○ 現状の取り扱い 

  療養病棟に入院している患者について、急性増悪等により一般病棟への転

棟又は転院を行った場合は、転棟又は転院前３日に限り、療養病棟において

行われた診療行為について、出来高による評価を行い、入院基本料Ｅを算定

することとなっている。 

  この規定は、療養病棟からＤＰＣ算定病棟へ転棟する場合についても適用

されるものである。 

 

（参考）告示 

Ａ１０１ 療養病棟入院基本料（１日につき） 

１ 入院基本料Ａ         1,709 点  

２ 入院基本料Ｂ         1,320 点  

３ 入院基本料Ｃ        1,198 点 

４ 入院基本料Ｄ      885点  

５ 入院基本料Ｅ         750点  

注１ 病院の療養病棟（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床（以下この表に

おいて「療養病床」という。）に係る病棟として地方社会保険事務局長に届け出た

ものをいう。以下この表において同じ。）であって、看護配置、看護師比率、看護

補助配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している

ものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している

患者（第３節の特定入院料を算定する患者を除く。）について、当該患者の疾患、

状態、ＡＤＬ等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそ

れぞれ所定点数を算定する。ただし、注３のただし書に該当する場合には、入院

基本料Ｅを算定する。 

２ （省略） 

３ 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第３部検査、第５部投薬、第

６部注射及び第 13部病理診断並びに第４部画像診断及び第９部処置のうち別に厚

生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用（フィルムの費用を含み、別に厚生労

働大臣が定める薬剤及び注射薬の費用を除く。）は、当該入院基本料に含まれるも

のとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転

棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日より起算して３

日前までの当該費用については、この限りでない。 

    ４、５ （省略） 

 

○ この問題提起についてどう考えるか。 

診 調 組  Ｄ － １  
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